
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

  

      ◆岸 和 田 市 企 業 支 援 メ ー ル マ ガ ジ ン◆ 

        ≪第 76 号≫ 2022 年 10 月４日 配信 
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 各支援機関の施策情報やセミナー情報など、企業の皆様や創業者のお役に立つ 

情報を配信します。 

※各ホームページのＵＲＬについては、日々情報が更新されておりますので、こ 

まめにご確認いただくことをおすすめします。 

  

■--  目  次  --■-------------------------------------------------

------ 

  

【１】「がんばる岸和田!!応援キャンペーン」を実施します。（市） 

  

【２】岸和田市内の事業所のデジタル化を支援します（第３次募集）（市） 

  

【３】国補助金(省エネ・再エネ設備更新等)への上乗せ補助の公募開始！（府） 

  

【４】SNS 活用 実践参加型セミナー（岸和田商工会議所） 

  

【５】雇用・労働啓発セミナー（岸和田商工会議所）  

  

【６】副業・兼業 プロ人材活用セミナー（岸和田商工会議所） 

  

【７】ＤＸ時代の働き方セミナー（岸和田商工会議所） 

 

■--  各 情 報  --■-----------------------------------------------

------ 

  

【１】－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

  

 「がんばる岸和田!!応援キャンペーン」を実施します。(市) 

  



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、低迷の懸念がある市内の消費を喚起 

すること、また非接触の「新しい生活様式」の普及促進と消費者の生活応援を目 

的として、キャッシュレス決済によるポイント還元キャンペーンを実施します。 

  

■期間  令和 4年 10 月１日（土）～11月 30 日（水） 

■対象キャッシュレス決済  au PAY、d払い 

■還元率  最大 30％ 

■還元額上限  １回の決済あたり：最大 2,000 円分 

        期間中：最大 8,000 円分（各キャッシュレス決済） 

        ※ au PAY、d 払いの両方をお使いいただくと最大 16,000 円分 

         のポイント還元となります。 

 

■その他  対象店舗や注意事項など詳しくは下記の特設サイトからご確認くだ 

      さい。各店舗に掲示していただいている、共通デザインのポスター 

      も対象店舗の目印となります。 

      https://kishiwada-kangen.jp/ 

 

■問合せ  岸和田市キャッシュレスキャンペーンコールセンター 

      （事業者向け・利用者向け） 

      TEL：0120-487-648 

      開設時期：～令和５年 1月 31 日まで(土日祝日も開設) 

      開設時間：10 時～20 時 

   

【２】－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

  

 岸和田市内の事業所のデジタル化を支援します（第３次募集）（市） 

  

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 岸和田市内の事業者が実施する、ポストコロナ・ウィズコロナ時代を見据えた 

事業所等のデジタル化を支援します。  

 

【募集期間】  

  令和４年９月１日から令和４年 10 月 31 日（必着）まで  

  

【交付対象者】 以下の全てを満たす必要があります。  



・岸和田市内に営業所、事務所、工場等を有する事業者であること（ただし、 

 大企業及び一部の特定非営利動法人を除く） 

・対象外業種でないこと  

・市税を滞納していないこと（ただし、新型コロナウイルス感染症の影響によ 

 り 徴収猶予の許可を受けている場合を除く。） 

・岸和田市暴力団排除条例第２条第１号に規定する暴力団、同条第２号に規定 

 する暴力団員又は同条第３号に規定する暴力団密接関係者でないこと 

  

【交付額及び補助率】 

・交付額：１事業者１年度につき、50 万円（※予算上限に達し次第終了） 

 ※令和 4 年 5 月 2 日から 6 月 15 日までの第 1次募集又は令和 4 年 7月 1 日から 8

月 15 

 日までの第 2次募集にて申請を行い、決定があった場合は、「50万円－（第 

 １次募集時の）交付決定額－（第２次募集時の）交付決定額」が上限額とな 

 ります。  

・補助率：補助対象経費合計額の３分の２（千円未満切捨て）  

 

【補助対象経費（事業区分）】 

・デジタル化、ＩｏＴ、ＡＩ導入費用 ・テレワークの導入 

・電子商取引の導入 ・非接触型機器導入 ・会議等のオンライン化  

・デジタル化、ＩＴ導入及び働き方転換に係る専門家委託 

但し、パソコン、タブレット（単体）、モニターなど容易に事業以外の用途に 

転用可能と市が判断したものに必要な経費は補助対象経費となりません。 

 

【詳細】  

対象外業種や補助対象経費等の詳細については、以下のホームページをご確認 

ください。 

申請書一式は以下のホームページよりダウンロードできます。   

https://www.city.kishiwada.osaka.jp/soshiki/43/digital-hozyokinn.html  

  

【問い合わせ先】 

岸和田市産業政策課（072-423-9485） 

  

  

【３】－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

  



 国補助金（省エネ・再エネ設備更新等）への上乗せ補助の公募開始！（府） 

  

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 大阪府では、中小事業者を対象に、脱炭素化の入口となる省ＣＯ２診断や、省 

エネ・再エネ設備更新等の効果的な取組みに対して、国補助金に上乗せ補助しま 

す。 

 このたび、国補助金（省エネ・再エネ設備更新等）への上乗せ補助の公募を開 

始しましたので、ご案内いたします。 

 国補助金の交付決定を受けた方は、本府補助金にお申込みください。 

 

１．大阪府が上乗せする国補助金（詳細は 3．ホームページ参照） 

○先進的省エネルギー投資促進支援補助金（経産省、大半が公募終了※） 

※産業ヒートポンプは２次公募中（12 月 16 日締め切り） 

○省エネルギー投資促進支援補助金（経産省、公募終了） 

○ストレージパリティの達成に向けた太陽光発電設備等の価格低減促進事業（環 

 境省、公募終了）  

○グリーンリカバリー事業（環境省、公募終了） 

○ＳＨＩＦＴ事業（環境省、公募終了） 

 

２．府「中小事業者の脱炭素化促進補助金」（省エネ・再エネ設備更新等） 

・公 募：令和４年９月２日（金）～11月 30 日（水） 

・補助額：国の補助額の半額（上限 500 万円など） 

※省 CO2 診断の公募は終了しました。 

 

３．ホームページ 

https://www.pref.osaka.lg.jp/eneseisaku/sec/r04hojokin.html 

 

◇お問合せ先 

大阪府環境農林水産部脱炭素・エネルギー政策課内 

おおさかスマートエネルギーセンター 

TEL：06-6210-9254 E-mail：eneseisaku-01@gbox.pref.osaka.lg.jp 

  

【４】－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

  

 SNS 活用 実践参加型セミナー（岸和田商工会議所） 

 ※大好評につき第 2弾！（今回初めて受講の方も大歓迎です） 



  

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【開催日時】令和 4年 10 月 6 日（木）15:00～16:30 

 

【受講方法】オンライン 

      ※当所での視聴をご希望される方は別途お問い合わせください。 

 

【参加費用】無料 

 

【内  容】 

◆SNS の活用方法を実務形式で学び、より効果の発揮できる運用方法をお伝えし 

ます。 

◆講 師：㈱BESW 代表取締役 田中 千晶 氏 

 

前回は活用方法や事例を多くご紹介しましたが、今回はより利益に直結するよう 

なコンテンツの利用方法や、コミュニケーション方法について解説いたします。 

また、今回は特別に、ご希望の方には直接 SNS の投稿内容や運用方法を添削し、 

それぞれが独自に抱える問題点や課題・良い部分を添削いたします。 

現在の運用に悩んでいる方をはじめ、効果を感じていない方に特にご受講いただ 

きたいセミナーとなっておりますので、是非ともご参加をご検討ください！ 

 

【申込方法】下記 URL からお申込みください。 

https://forms.gle/RPeN8sd2C9Qiki3m9 

 

【お問合せ】岸和田商工会議所（担当：高野）TEL：072-439-5023 

 

【５】－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

  

 雇用・労働啓発セミナー（岸和田商工会議所） 

 ～３６協定作成・締結のポイント～ 

  

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 労働時間は１日８時間以下、週４０時間以下。休日は少なくとも週１回。こ 

の労働基準法の原則をこえて、事業所が従業員に残業（時間外労働／休日労働） 

をさせるには、従業員代表との間で「労働基準法第 36 条に基づく 

36（さぶろく）協定を結び、従業員に周知し、労働基準監督署に届け出なけれ 



ばなりません。 

 今回のセミナーでは、36 協定の基礎から届出の際のポイントまでわかりやす 

く解説いたしますので、是非ご参加ください。 

 

【開催日時】令和 4年 10 月 25 日（火）14:00～15:30 

 

【開催場所】岸和田商工会議所 2 階 集会室 

 

【受講方法】会場受講もしくはオンライン受講 ※選択可 

 

【参加費用】無料 

 

【講師】谷口 清志 氏 

    （中小企業診断士・社会保険労務士／経営労務研究所 ITIC 代表） 

 

【申込方法】下記の URL からお申込みください。 

https://forms.gle/R2scjzGUZxcwL8FS8 

 

【お問合せ】岸和田商工会議所（担当：松原）TEL：072-439-5023 

 

【６】－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

  

 副業・兼業 プロ人材活用セミナー（岸和田商工会議所） 

 ～人材不足の新たな解決方法 -加速する人材活用イノベーション-～   

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 ワークスタイルに対する価値観の変化と「ＤＸ」の進展による社会改革が加速 

する現在、人材確保の新たな手法として、副業・兼業などの外部人材を活用した 

新たな人材確保の手法が注目されています。 

 岸和田商工会議所では、中小企業における外部人材の先進的な活用事例を紹介 

し、今後の中小企業における新たな人材活用のあり方や可能性を考えるセミナー 

を開催いたします。 

 是非ご参加ください！ 

 

【開催日時】令和 4年 10 月 27 日（木）14:00～16:00 

 



【開催場所】岸和田商工会議所 2 階 集会室 

 

【受講方法】会場受講もしくはオンライン受講 ※選択可 

 

【参加費用】無料 

 

【講師】加地 裕子 氏 

    （中核人材雇用戦略デスク〈大阪府プロ人材〉サブマネージャー） 

 

【内容】 

１）採用市場について 

２）副業・兼業人材とは 

３）活用事例のご紹介 

４）副業・兼業人材が得意とする領域、業務 

 

【申込方法】下記の URL からお申込みください。 

https://forms.gle/rWZVm82LqLTQKUuy7 

 

【お問合せ】岸和田商工会議所（担当：松原）TEL：072-439-5023 

  

【７】－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

  

 ＤＸ時代の働き方セミナー（岸和田商工会議所） 

  

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 少子高齢化社会から、本格的な人口減少社会への転換期を迎えている今、私た 

ちの働き方も大きな変化を迫られています。 

 今回のセミナーではデジタル化（ＤＸ）で働き方がどう変わり、どう業務効率 

化できるかをお伝えします。 

 

【開催日時】令和 4年 11 月 24 日（木）14:00～15:00 

 

【開催場所】岸和田商工会議所 2 階 集会室 

 

【受講方法】会場受講もしくはオンライン受講 ※選択可 

 



【参加費用】無料 

 

【講師】ソフトバンク株式会社 法人プロダクト＆事業戦略本部 

 

【内容】 

１）デジタル化で、働き方がどう変わるかをお伝えします 

２）効率化につながるツールの活用をデモでお見せします 

３）自社のデジタル度合いが診断できます 

 

【申込方法】下記の URL からお申込みください。 

https://forms.gle/xvBxz9thwNdUWfcm8 

 

【お問合せ】岸和田商工会議所（担当：松原）TEL：072-439-5023 

 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

  

編集・発行 岸和田市役所 魅力創造部 産業政策課 事業者支援担当 

       Tel：072-423-9485（事業者支援担当直通） 

       Email：sangyo@city.kishiwada.osaka.jp 

  

  ※ 各情報の詳細や申込については、それぞれの本文中の URL やお問い合わ 

    せ先までご確認をお願いいたします。 

  ※ 配信先の変更・配信停止、また、ご意見・ご要望等については、上記 

    メールアドレスまでご連絡下さい。 

  ※ 岸和田市企業支援メールマガジンは、原則として月に１回の発行です。 


